
日に延長する予定です。 平成27年2月1日から指定管理期間終了までＰＰＳ契約を導入し、平成27

の延命にも適切な管理が不可欠となっています。 、28年度指定管理者委託料から減額します。
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施設の維持管理・運営(指定管理者)を行います。 市民が様々な地域・文化活動を行うことができる施設を 維持・管理運営について指定管理者に委託をする事によ

【指定期間：平成24年4月1日～平成29年3月31日】 設置・運営することで、健康で文化的な近隣社会の形成に寄与します。 って指定管理者が持つ施設運営のノウハウを活かし、より良い地域コミ

・必要な修繕を実施します。 ュニティ活動の場として施設を利用してもらえることが期待できます。

併設している北志津児童センターが平成26年4月1 現在、複数の施設を二の指定管理者により管理を 平成24年4月1日から指定管理再指定。

日から指定管理者制度を導入したことから、指定管理者間及び児童セン 行わせておりますが、平成31年度から一の指定管理者を選定し、一括に 平成27年10月1日以降の消費税率改定に伴い、指定管理者委託料を増額

ター主管課との緊密な連携が求められます。 管理させる方針となりました。そのため、現在の指定管理期間の終期を します。

また、基幹的な機械設備を中心に劣化・老朽化が進行しているので機器 平成31年3月31


